
 

2022年 4月 14日 

 

各 位 

 

一般社団法人日本経済団体連合会 

副会長・事務総長 久保田 政一 

  

厚生労働省承認の「抗原定性検査キット」や 

ワクチン接種歴・検査結果等の活用について 

 

新型コロナウイルス感染症は、いまだ収束をしておりません。適切な換気や手

指消毒といった基本的な感染対策、ワクチン接種による予防を促進するととも

に、頻回の検査による早期発見と早期治療が、感染の影響を最小限に抑え、社会

経済活動を進めていくうえで重要なポイントとなります。 

先にお知らせした通り、厚生労働省承認の抗原定性検査キットについては、十

分な供給が確保されたことから、医療機関等に優先配付する措置が廃止され、企

業や一般の皆様の入手が容易な状態となっております。今般、改めて、厚生労働

省・経済産業省から、その活用促進や感染拡大期への計画的な備えについて、要

請がございました。また、飲食やイベント等の場面におけるワクチン接種歴や検

査結果の確認についても推奨されております。 

経団連として、引き続き、感染対策と両立する社会経済活動の継続、活性化、

出口戦略の策定・実行を求め、取り組んでまいります。会員各位におかれまして

は、抗原定性検査キットの活用につき、ご理解・ご協力をお願い申し上げます。 

 

（別紙） 抗原定性検査キットについて 
 

（参考１）「B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏

まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに

積極的疫学調査の実施について」（令和 4年 3月 16日）の再周知に

ついて 

内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室 

（2022年 3月 24日） 
 

(参考２) 地方公共団体や民間事業者等によるワクチン接種歴や検査結果確認

の取組の考え方について 

新型コロナウイルス感染症対策分科会中間とりまとめ 

（2022年 3月 11日） 
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